高知港係留施設等の指定管理者募集に係る質問について【５】
○質問書（平成25年9月9日）
	【 質 問 】
	【 回 答 】

	１）現在、客船では埠頭保安規程による警備員３名配置、国内クルーズの場合、安全対策として警備員３名配置となっています。
次年度より、海の日などの護衛艦公開、この他の護衛艦等の寄港時にも警備員を配置するよう国から指導されているようですが、そうなると警備員の費用が増加することになります。
これは募集より事後のことですので指定管理には含まず、管理代行料とは別であるということでよろしいでしょうか？

そもそも公開は自衛隊のイベントなので、安全対策の費用を岸壁管理側が負担するのもどうかと考えますが、いかがでしょうか？

	　指定管理者が行う埠頭保安規程に関連する業務としては、施設別業務仕様書３．ＳＯＬＡＳを参照してください。

護衛艦等の寄港（公開等）に対して、国から警備員の配置指導はありましたが、県では申請者への使用許可条件（安全対策）として求めています。







前述のとおり、申請者の負担で必要な安全対策を行っていただきます。

	２）指定管理対象施設に浦戸、みませ等の漁港が入っています。募集要項ｐ9の地域住民からの要望、苦情等への対応に関するものにより　これらの漁港の苦情にも対応しなければならないということでしょうか。？

また、新港開港からの地元対策なども入ることになるでしょうか？
	　今回募集する指定管理者に浦戸、御畳瀬地区等漁港区の施設は入っていません。
※指定管理施設については、募集要項3～5頁、38頁並びに業務仕様書13添付資料（４）を参照してください。


周辺地域、住民及び利用者への各種対応は、指定管理施設の管理運営業務に関連する内容であれば指定管理者が行うことになります。




